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環境問題をめぐる最近の情勢

1.はじめに

この1月環境庁設置が本決りとなり自然環境に関

する問題はわが国においてもようやく国球的施策とし

て真正面から取り組まれようとしている.過去におい

て｢公害Jと呼ばれる問題に対しては社会的時事問題

ないし政治行政的対策としてそのつど処理されてきた

印象が強い.そこには一部の化学肯や医学者び)地味た

研究が推進力となりあるいは既存の化学的如織朽汁測

技術が活用されてきたが地盤沈下や水質関係の一部を

除いて大部分は地質ないし地球科学分野との関連は少

なかった.､また化学や医学分野による貢献度にしても

結果的には公害事実の発見や汚染に刻する許容基準の

設定の範囲に止まらざるを得なかった｡しかし今回の

環境庁設置のいきさつには少たくとも従来の対症療法

的たいわゆる公害対策の域を脱した長期的かつ絵合約

な観拭に立った姿勢がうかがわれるように思われる.

すたわち人聞の生活たいし国民生活がただ単に物質的

肉体的生存に必要恋環境に止塞らず精神生活をも含め

た快適策境の整備さらにより商次の環境の創造をも指

向していると期待されるのである.このような段階に

おいて環境問題はもはや一部の科学分蟻のみに依存す

るものではブよく多くの科学分野さらに社会経済

教育などの人文約分野を含む総合的かつ有機約た連

醗を要する巨大プロジェクトとなった.ここに環境問

題に関する最近の情勢を展望することによって地質な

いし地球科学の位置づけを含む巨大システムの輪郭がお

ぼろげながら浮かんでくるかもしれたい.

木野義人

環境の破壊に脅かされ地方白治体はいち早く独白の公

害防止手段の実行に迫られていたのである.

しかし国による公害対策立法は公害という病状が全

国的に顕在化する昭和30年代に入るまで待たねばならた

かった.それは工業用水法水質2法はい煙規制法

などの散発的制定によって始められた.しかし事態の

遊行は技術革新の波に乗って対策より常に先行して

行った.いわゆる石油コンビナｰ･によって代表され

る産業構造の高度工業化それに伴う急激な人1.i集中に

よる都市構造のスプロｰル化そして商産成長ムｰドと

コマ㌣シャリズムによって加速された消費生活の質的1

量的拡大は工業基地や新産都市の地方への拡大と相挨

って多くの開発構想の中に盛り込まれていた筈の緩

衝緑地帯などの要素が乱開発への歯止めとしての効力を

失ったまま日本全体を公害列島と化する勢を示すに至

った.ここに昭和42年公害対策基本法の制定の段階

を見る｡またその噴ばい煙規制法は亜硫酸ガスや

内燃機関の排気ガス中に含まれる有毒物質などが問題と

プよるにおよんで大気汚染防止法にとって代りさらに

騒音規制法なども制定されて行った.

昭和65年この年は70年代の重要課題として公害悶

趨が社会的にも政治1行政約にも巌も議題を呼んだ年

Iであった.とくに国民生活優先や人間尊重の精神が政

治理念として明確に打ち出されたことは注目に値する｡

弗64国会において公害対策基本法改正案以下独法案が成

立したことはわが園環境闘題対策一史上図期的なものと

して評価される.これら法案は次の通りである.

2.わが国にお1ナる公審対策の推移

わが国において環境問題が広い視野から論ぜられるよ

うになったのはごく最近の事であり従来の経緯を振リ

返るときそこにはいわゆる公害対策という一連の対症

療法と再発予防手段が累積されて行くのを見る白戦後

のわが国における公害対策立法は地方公共醐体による

条例の制定によって始められている.公害防止条例が

すたわちそれであリ昭和24年に東京都26年に神奈川

県29年に大阪府30邦に福㈹県がそれぞれ条例をl11脱

した.太平洋ベノレト地帯とか東海道メガロポリスの

産業立地論や都市形成論がはなやかに登場した頃それ

らの地域住民は既にはい煙や廃水や騒音たどによる生活

11〕公審対策基本法改]l1仏

(2)公害防止事薬費事業背負担法

13〕人の健康に係る公害犯罪σ)処罰に関する法律

ω大気汚染防止法改正法

15)水質汚濁防｣1二法

16〕騒音規糊法蜘1三法

(7〕遺跡交通法の一郷を改1葦11する法律

子8)海洋汚染防止法

19)廃棄物の処理及ぴ清掃に関する泌俳

(1Φ下衣避法σ)一部を改⊥;{する法沐

ω自然公園法び)一1都を改]1三する法砕

ω農用地の二1二:懐の汚染1伽1:雑に関ずみ法律

嶋農薬取締法の一音陀改正する法律

幽毒物及び劇物取締法の一一部を改正する法律�
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3.新公害関連法の特色

以上の五4法のうち理念.Lとくに注1…1されるもσ)およ

び自然現象に関連あるものについて次ゾ)ような特徴が

指摘される.麦ず公害対策基本法においてはfll∫と喬

っても第1条(帥勺)の｢生活環境保全と経.済び)健全な

発展との調和｣と第8条(環境基準)2〕頁の｢生活環境

と経済の健全な発展との言燭和｣という2ラ凸論が削除され

て悩民の健康と生活環境を保全することを1｣的とす

る｣ことが明示されたことが第1の特徴に挙げられる.

なお第2条(定義)においては｢この法律において

“公害"とは事業活動その他の人の活動に伴って生ずる

相当節魑にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の

水の状態又は水j底拶)底質が忠北することを含む)

の汚染騒音扱動地盤の沈ド(鉱物σ)洲採のための

土地の掘さくによるもの垂除く)および悪臭によって

人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう.

この法律にいう“生活環境"には人の生活に密接な関係

のある財産並びに人ヴ)生活に密接な関係のあ為動棟物お

よびその生育環境を含むもグ)とする｣と定鞠されている｡

また第〕7条には地域開発に当りて公害防止について

の配慮を規定しまた新たに緑地の保全そ剛蛸然環境

の保護規定が設けられている.

次に水質汚濁防止法は水質保全法と工場排水規制法

(い婁)ゆる水質2法)を統合した形で制定され後追い

行政の欠陥を廃して全公共用水域を対象とする方式が

とられた.また水質汚濁の内容として水の温度と色が

含まれた.しかし放射性物質や鉱山排水などによる汚

濁についてはそれぞれ関係法律によるものとして適

用除外または一部適用除外とされている.水質の測定

は有害物質については公共用水城の水量のいかんを脚

わず随1跨行ない生活環境順目については通常の状態

(河川にあっては低水盤以上の流量がある場合)の下に

ある場合に行一なうことにな･､｡ている.税来の水質審議

一会に代るものとして1ヰ1火水質審議会が置かれこれに対

応する都道府県水質審議会が公害対策審議会と別に新

設されることになった.たおこの法律でいう“公

共用水域"は河川･湖沼･港塘･沿搾海城1かんがい

用水路などであって地下水は含まれていない･地下

水に関連する事項としては第14条第3項に有害物質

を含む滑水等が地下にしみ込むことにならない措置が規

定されまた第19条第2項にl11央審議会は公共用水域

および地下水の水質の汚濁び)防.1｣二に関する重要事填を調

査椿議することが示されている.

海水池濁防止法などに.太っていたもグ)を言毎洋の汚染防

｣1二と{毎{羊{薫』覚σ)伸ミ金を射ミノjに犬見ウ七→'るも(1)で'1ムi際1杓･

地球I'1勺な蜆慎を背景とすも画期的な立法である一

これはタンカｰなどからの廃汕投棄や陸上廃棄物によ

る直接･間接的な海洋汚染対策と匁るもσ)で対.象に含

まれる海洋施設に柵当するものは現在ではシｰバｰス

や航路躁識などに｣Lまるが海洋開発に伴りて予想され

る各櫛海洋施設σ)山塊を先取りしている､1'､(が君三1三1される｡

自然公園法改正法はいわゆる公害防止法が主として

国民の目覚生活の場を対象としているのに対して人間

環境を直接･間接的に快適条件のもとに維持するための

広』或究1刑を保護するという環境木質言紬)頓域に一仏鵬

､フ人込ノ)だという､11､(6海洋汚蜘的止払､と共逝すふビニろ

が見られる.ここでは自然環境の保護が国持地方公共

団f木毒薬者及び利川者にそれぞれ項く体的な責任を有す

る事が明記された.また特別地域内の湖沼1湿原1海

111公1童1等の水城に対する汚水や廃水行為を規制している｡

ただし自然公園における多くび)水域はたいてい透水性の

大きな岩石咀地層と関連してい〃)で地下汚染や水面

維持び)一メカニズムが将来澗魑と匁ろう.

4.環境庁の構想とその闘題点

環境庁の発足とその構想はわが間における螺境対策

が大きく一歩柿進することを期待させる｡こグ)2一ゆ晩

在までに進められている環境庁組織(案)の概要は第/

図のごとくである.

第1図環境庁細織(案)の概奥

(内部首1喝)川･････…

長官政務次官長官官房

事務次官

金固調整局

海洋汚染防止法は従来の港別法･水産資源保護法･

自然保護局

大気保全局

(付属研究所など)岬･…

水質保全局

亟

(付置機関)･山･･

中央公害対策審議会

中央水質審議会

地盤沈下対策審議会

自然公園審議会

温泉審議会

中央鳥獣審議会

土壌汚染対策審議会

ここで注目されるのは自然そのものを対象とした分�
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野がかなりとリ入れられていることである.これは単

なる公害対策に止まることたく環境本質論に基づいた

広い視野のもとに将来への発展方向を示すものとして

重要た意味を持つように思われる.またこれに伴って

同庁所管の法律としては現各省庁から移管されるもの

をあわせて差当り次のように予想される.

大気汚拠防止法

騒音規制法

工業用水法

水質汚濁防止法

悪臭防止法

廃棄物処理及ぴ清掃法

農用地土壌汚染防止法

農薬敢締法

建築物用地下水規制法

海洋汚染防止法

自然公嬢1法

温療法

､鳥獣保護･狩猟法

以上の内容にはまだまだ多くの問題をかかえていると

いわれる.たとえば自然環境に関連する法律は現在50

以上に達し総理府をはじめとして多数の省庁に分散所

管されている.しかも国土総合開発法曲国有林野法1

都市計画法1下水道法恋ど積極的に環境行政を推進す

る部分かとり残された形と在っている.次に環境問題

は土地問題と密接に関係するカミ土地関連法の整備が立

ち遅れている.また従来自然公園法や文化財保護法

と他省庁所管の法律との関係に見られたように保護と

開発とは元来表裏一体であるにもかかわらず依然とし

て対立する危険性をはらんだままとり残されている.

環境問題に関する一元化行政はなお今後の重要課題とし

て論議の対象となろう.

5.欧米における環境対策

欧米における公害対策は既に1950年以前から実施され

ていた.アメリカにおいては連邦水汚染規制法(1948)

がありイギリスにおいては公衆衛生法が公害行政の基

幹法として成立していた(!936).ソ連邦においても

工業化･都市化の進展に伴って水汚染や大気汚染が表

面化し都市地域空気汚染規制(194撃)や水汚染防止のた

めの規制塔置(1947)が行なわれていた.

これらのうちイキジスにおける公害対策の展開は過

去の公害問題の典型的な歩みを示しているといわれる.

そこでは1800年代にすでにアルカリ法として石炭のば

い煙や亜硫酸ガスに対する対策カミ講習られていたが

1952年の死者4,000人を出したと伝えられるロンドン

スモッグ事件を契機として大気清浄法(1956)が制定され

た.また1948年に設置されていた河川委員会は河川庁

となり(王963)その他海水汚濁騒音だとの規制が次

々と行たわれ自然保護庁の設置および環境保護白書

(1970)の発表へと展開する.

スウェｰデンでは1968年に環境保護庁が設置され環

境行政の先進国と称された.一方アメリカでは1965

年に規制管理庁が設置されていたが王969年の全米環境

政策法によって個別的汚染対策の段階から広く環境全

体の保護へと転換し1970年環境庁設置が実現した.

6一環境汚染防止に関する教書について

1970年2月10目に出されたニクソン大統領のデ繋境汚

染防止に関する教書｣は環境問趨を理念的に論ずるも

のとして格調高いものがある.その要点を紹介すれば

次のとおりである.

｢われわれの環境に加えられた損害の大部分は悪人

たちの.しわざではないしまた技術の進歩あるいは人口

の増大の必然的な副産物ではない昌汚染は行なわれ

た選択よ姿もむしろおろそかに凄れた選択の結果として

生じる｡悪意のある意図からではなくわれわれの行

動のあらゆる結果を考劇二入れないことの結果として生じる.

人体または財産に害を与えることを禁止する法律を採

択したがらわれわれの共有の環境に害を加えることを

たすがままに許してきた.拡大するフロンティアとい

う条件に促されてわれわれは遅れば世なからやっと

われわれの土地.･水一大気の資源が本当にいかに貴重で

ありいかに害をこうむりやすいかということを認識す

るに至った;

環境の質の多くの面は密接にからみ合っているのでそ丸

それの面を他から切り離して考えること敏賢明ではない.私

は37項目からなる総合的計画の輪郭を明らかにする.

力くσ)矛看染1坊｣正

大気の汚染防.止

塵芥処理

公園緑地および公共レクリェｰション

行動のための組織化

われわれが複雑た社会生態学的な諾過程について理解

を深めるにつれてまたテクノロジｰ制度を改善し経

験から学ぶにつれてさらに多くの事が可能となろう.

水の汚染には都市･工業･農業の廃棄物という3つの

主要た原因がある.これらのうち制御することが最も

やっかレ峠のは動物･塵芥･腐敗土壌･化学肥料･農

薬など農業に起因するものである.これらの中には�
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白然みずからの汚染もある.ミズｰリ川は以椥から

“big㎜uddyriver"として知られていた.しかしア

メリカ農業をきわめて生産性豊かなものとしてきた害虫

駆除･家畜の飼育･かんがい･土壌の肥沃化だとの技

術の多くは同時にまた重大な水質汚染の原因ともなってきた.

私はわれわれの全米的水質基準を満たすのに必要とさ

れる汚染対策費総額100億ドルのうち1971会計年度に

40億ドルの支出権限が即1痔付与される“河川浄化法"を提

案する.私は連邦の汚染防止計画を拡大してすべて

の州際および州内水面すべての州際地下水国境水面

の合衆国側部分を対象に含めるよう提案する､私は過

密化した都市地域の住民が容易に到達することのでき

る場所に一層の重点を置いて“土地･水資源保護資金"

を通じて公園1レクリェｰション施設の増設に充当し

得る3億2,700万ドルの資金を1971会計年度において

全額支出することを提案する.

将来の必要を満たすためには組織上の多く.の変革が

必要であろう｡環境や天然資源を扱う連邦諸機麗は各種

の特定の必要性から長年の間に少しずつ発達したもの一

である.これらの機関の任務の多くは重複しているかに見え

互いに抵触しているかに見えることさえある.昨年私は

“行政機構諮間会議"に対して連邦政府の環境問題天

然資源海洋学各計画の組織化を特に徹底的に検討し4

月1鯛までに勧告を提出するよう要請した.私はその

報告を受理した後必要放改革を勧告する積りであるが

これらの改革は各省間の責務の夫規模な移管を伴うであろう

7､環撞資源行政への離陸

以上に見られるように環境問題は今や公害対策とい

った後追い的た問題に止まらず過去から現在までの自

然の構造や循環メカニズムを出発点とし未来の予測ま

でを含む､一貫システムの問題として提起されている.

そこには一つ一つ分断されたものとしてではなく総合

的な解決法が必要とたる.行政的手段もその例外では

たい.本年(1971)1月22目ニクソン大統領によって

提案された行政組織改革案の骨子は第2図の通りである.

この機構改革案を提案した同教書は環境問題につい

て次のように述べている.

｢去年私が議会に提出した37項目計画を基礎にして私

はさらに大気と水資源を清浄にし騒音を防止し環

境を保全し回復するための強力かつ新た匁一連の措置を

提案する､私はわが国土をよりよく活用し均衡を保

った自然の成長を促進する計画を提案する.

今日の必要だけでたく明目の必要に備えるため私

は公園とレクリェｰション場を拡張する広範た計画を提

第2国アメリカにおける行政機織改嫁炎(1971)

(現機構)

国務省

財務省

国防総省

司法省

(改革案)

巨

�

口

1ユ

内務省

商務省

地域社会開発省

案する.これは公園を真に国民の手に戻すようだ方策

のものである.われわれカミ公園という遺産を残世は

次の世代の人々はそれを享受することができるのであ

る.｣

また同教書は行政改革に言及して次のように述べてい

る.

｢これらの新しい省とはどんたものか.人的資源省

は国民の関心事人間の要求に淫目を払う省である.

地域社会省は農村と都市の地域に関係する省.経済開

発省は繁栄のためそして米国の経済を順調に保つため

の活動を取り扱う省である､そして天然資源省ぼわ

れわれの自然環境および祖国の偉大な資源を調和を毛って利用

し.保存する問題に取り組む省である.｣

ここにおいて天然資源とはもはや自然から収奪さ

れた生産材あるいは市場価値としての“物資"に止まら

ず人間およびそれをとり囲む生物生態系を維持する環境

全てを含むことを意味するものとなった､たお同教書

および行政改革案によって明らかなように内務省に属

していた米国地質調査所は自動的に天然資源省に移り

これとともに鉱物資源関係林産資源海洋資源などが

自然保護関連機関とともに一元化されることとたろう.

ここに自然現象を専管する独立行政機関の誕生という�
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行政史上画期的な展開が予想念れるのである.

8.わが園にお1ナる環境問題の展開

環境問題をグロｰバルな晩野から肥えようとする議論

はわが国においてもここユ～2年の間に急速に高ま勺

てきた･自然科学分野では4=三物生態学の立場や地球

化学の立場さらにシステム工学の立場から述べられた

ものが多い.それらに共通する論旨として自然のサ

でク伽火物共存のシステムあるいは人聞坐活をとりま

く物質の循環メカニズムなどが挙げられる.また人間

の生産活動によって排出される自然の循環系になかっ

た廃棄物質が無限に増加してよいか生産系としてσ)人

間と火物系としての火脚が説和ある安定を保つ方法はf1i∫

か･それを植物生態系の遷移におけるクラでマ1ソクス

相に学ぶことはできたいかなどについても議論されつ

つあり具体的な成果が今後に期待されている､一方

経済の分野においても廃棄物という外部不経済を灼部

化する必要に迫られつつあリ山場性においてのみその

仙i値観が成立していた経済原則はようやく自然という

システムの111において再編成されようとしている.こ

のような影響は法体系の上にも現われようとしている.

私権尊重の前提となっている｢公共の福祉｣の背景とし

て自然環境の問題が強く意識される二とにたった｡

科学技術体系それ自体も今や鞍換期にきている.人

間を幸福にし祉会福祉に貢献することを目的とするは

ずの科挙技術が環境汚染に対してその手段を積極的に

提供しだから一方においてそれを防止する技術や予測

に関するシステム思考を欠いていた一少なくとも行政

手段としてそれが反映されなかったことは｢科学技倣

とは人間にとって何か｣という命題を改めて間われる

こととなりた.手段である筈の科学技脩それ自体が目

的化して独走するときそれは手段としての経済の追究

それ自体が目的化するときと同様の意味を持つ.そこ

には従来の伝統的な領域を超えたコント回一ルシステム

が要求されると同時に経済も科学もそれぞれ外部的領

戚を内部化する方1村が1暗示される.環境科学あるいは

ソフトサイエンスと呼ばれるものはその一部に相当する

であろう.そしてこのようなシステムサイエンスの一

環としての生物坐態学のようプよ野外における自然環境

を循環系として把える分野は未来の予測に対する有力

たバックデ山タｰを提供することにたろう.

従来の科学技術はGNP(国民総生産)の増大に役

立つものつまリ伝統的な経済そのものの一環となるよ

うなものが重視されてきた.調和ある経済の発展にと

って外部不経済の内部化が要諦されるように環境を保

護しよリ炎き環境を制遊するためには行政それ白休

が“外部不継済"概されていた“1三1然ルび)把握を内

部化することが奥請されよう.

国土1淵苑についても同様である.逮設薙薬が自然環

境を破壊するか否かは大気と水と地盤そして生物を含

む1ヨ然のシステムがいかなる和互依存関係と循環系σ)■lI

で成立しているかの現状と未来を把握し予測し得るか

'チカ･`こカ､カ･り一(し､る.

GNP優先び)遺物としての｣二業の地方分散村函は今

や各方面から危慎の約となっている.それは安定した

自然のシステムの中にある清浄な大気と美しい水グ)処

女地を汚染させる可能性が大きいかジ､であ為｡

の皆伐方式や自然公1頚内における観光遭脇の椛遠は〕i豆

に植生を破壊させる計りでなく自然の侵蝕力に対して

最も弱い断面を作り出すことによって人災的た災害の

原因をもた1)していることは経験的な事実である｡わ

が国における環境間魍浸)展開は既に遊行しつつあるこ

のような諦閉魍に対する事実の究1胴と解決から始めな

ければならないのが現状である目

9､豊か蓬と幸福への指標

｢真の豊かさとは何か真の文化圏錬とは似か｡｣と

の間に対して現在では鍛早物質的豊かさや機械文明

の最的増大のみを以て答えることはできない､今13に

おいてさらに重要た因子は汚染や破壊によるマぞナス

効果であリまた精神的豊かさである.後者において

は心の象徴としての番リ高い芸術や心のふるさととし

ての“自然"のストックが大きなウエイトを占める.

このような意味において豊かさと幸福皮を表わすも

のとしてGNPに代ってGNW(国民総福禄)あるい

はNNw(国民純禰祉)という指標が提11昌されている｡

たとえば健康曲教育･余暇･安全度など私的指標項目

や環鏡衛生虫交通用保安防災･公園緑地など祉会的指

櫟項目がそれである.これらは真の意味の精神的豊か

さや幸福感そのものを直接的に表現するものではないが

それらを客観的にとリまく間接的な環境指標にな!〕得る

ものとして国難L会による真榊勺走行動1…1標として注

H`こイ塩づ'る.

ただその際に重要なのは各項目の質的内容である.

たとえば幽民1人当リの余1暇1時間や公園繭横をとりあげ

た場合それが小さいものよ1〕も大きなものの方が必ず

すぐれた度合を示すとは限らたい.重要た意味を持つ

のはそれがどのようた質的内容を持っているかである.

自然のストックとしての森林面積にしてもそうである.�
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生産材としての人工単純林が幾ら大きな面積を占めても

それはGNPとしての指標は大きくても着しそれが生

物生態系を破壊しているとすればNNWとしての指標

はきわめて小さいもぴ)となる､レジャｰについても

それが物質的享楽の場とな一リているか自然探究の｣腸と

か｡･ているかによりて文化的豊かさの指数としては大

きな違し'がヨ三ずるであろう.文化的･禍制:的レベルを

規定するものは数最だけではなくて内容の質の㈹題であ

リそしてその期質荻に対する言平価こそ締神的豊かさの

“指標"を意味することになるであろう.ここに1965年

に提出された自･然美に関するジョンソン大統領の教審

の要旨を紹介しておこう､

への歩みを見せている.つい最近までわれわれは生産

と消費と開発二そが現代の栄光を代表するものと信ずる

触向にありた.しかし汚染と破壊の急激な顕在化は

人聞び)生物生態系としての存在と豊かさや幸糊に関す

.る仙i値観を一改めて間われる緋果とな･.,た.ここに至り

て人聞は自然という匡大な存在を真に知ることの意義

を初めて見山した.野外における自然の歴史と構造と

循環とを知ることの重要性は今ようやく人命グ)心に芽､

生.えたばかりである.われわれが一戸孫に対して真に価

値ある環境遺産を残すことができるか否かはわれ貞一)れ

がどのような手段と目的とを持ち得るかにかかりている｡

ピ締'1主応柳蜜働写1;)

｢歴史の審判や自然の摂理に対して関'心を示志ずにわ一

が魑土の美しい遺産を後代のために保存〕云采亭こ生牽

果たさたいたらばその時代はまことに怠慢な1時代とい

うべきであろう､われわれがとる保護一策の対象は単に

自然のみならず人間とそれを取リ圏む環境声の閥び)凄三'

らゆる関係を含むものである.それは単に人間の福祉.

'の追求のみならず人間の精神の威厳の保護をも帥蛙

するものである.自然葵は数値的に測定一しにくいもの

であって国民総生産額に表われるものではたい･小切

手や損益計算書はそれ自身が究極の目的ではなく人簡“

が満足と良い生活に至るための]つの過程ためである二…1….'

しかし自然葵こそはこのようプよ究極の帥打･それ嘗身一一

貢献するものである｡従りて自然美は真二g意味にお

ける国民所袴のうちで最も重要た構成委棄で二あって統

計専門家がその価値を計算できたいということだけのた

めに放置すべきものではたい､｣=二j二.

10.むすび

環境問題に関する内外の情勢はようやく脱GNP時代
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